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平成 28年 1月 27日

関係各位

民主党統合医療を普及 凸促進する議員の会

「柔道整復師小委員会」事務局長 大 島九JJtlhl男

施術所のコンプライアンスの徹底について

謎啓

時下ますます御艇勝のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御

礼巾し上げます。

また、国民医療の一翼を担われている皆様方におかれましては、日々研鎖を樹まれ、国民

の健服士曽避に貢献されていることについて、心から敬意を表します。

今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔迪整復師になりすまして施

術所の開設届を提出し、療養賞の受領委任に関する申出がなされている事例が判明していま

す。

更に、「交通事故治嫌専F電」や 「む
璃 !十‐予1晋門」といつた広告逮反が行われており、公衆

衛生上看過できない状況となっていますロ サ

関係各位におかれましては、国民の健康な生活を確保する観点からも、かかる不正行為が   、

見過ごされることのないよう、また、コンプライアンスの徹底には十分に配慮していただき

ますようお願い申し上げます

謎白

民主党統合医療を普及 ・促進する識員の会

・
柔遭理復師小委員会事務局

・
   TEL03と6550-001o  FAX03-6551-0910

Alailikusuo_ooshima010sangiin.go.ip
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( 医事課)

と医師等 の費格確 認について

医療機 関等において、医師等 を採用す る場合 は、免許証等の原本 によ り

資格を有 しているこ との確認 を求 めてい るほか、保健所等 において、免許

証 の再交付 申請があ った緋合は、巌描 に本人確認 を行 うよ う求めでいると

ころである。

しか しなが ら、偽 造 した医師免許証 の写 し、を使用す る事件が敵見 されて

お り、昨年 、
一昨年 と東京都 内で発生 した 「な りすま し医師」の事例 は報

道 でも大 き く取 り上 げ られ記憶 に新 しい ところ。 また、国家試験合格者が

免 許 を付与 され る前 に免 許が必要 な業務 に従事 していた事例が碓招 されて

い る。

今後、同様の事例 が発生す ることの な いよ う、医師等の採月ヨの際 には免

許証の原本 による資格稚認及び運転免許 証等 による本人離認 を十分行 うと

ともに、国家試雅合格者 を免許 の取得 予 定者 として採用 した場合 は、免許

が付与 され た ことを離認 した後 に免許が必要 な業務に従事 させ るよ う関係

部局、貴管下保触所 、病院、診嫌所等 関係機 関に対 し指導 され たい。

また、医師、歯科 医師については、厚 生労働省 ホームペー ジ上 で運用 し

ている
｀
「医師等資格確認検索 システム」 に、資格確認 を補先す る手段 とし

て、よ り正離 な資格確認 を行 うことがで きる医療機関向けの検 索機能 を平

成 2 5年 8  J lに追加 しているので、 これ も活用す るな どに よ り資格確認の

徹底 を図 られたい。

2 `医 療関係資格者 の行政処が
恥尋

事 業 の把握等 につ とヽて

( 1 )医 療 関係資格者 として不適切 な行 為のあつた者 に対す る処分 につい

て、平成 1 4年 1 2月 、匹通審議会 匹道分科会 において 「医師及び歯科

医師に対す る行政 処分の考 え方につ いて」 によ り今後 とも艦 正 な態度で

臨む こととしてい る。各都道府県にお かれ ては、医療 関係資格者 の倫理

に関す る意識 の昂揚 について、引き縦 き、御協力をお願 いす る。

( 2 )医 療関係資格者 の行政処分対象事案 の担援 については、かねて より

佃1協力いただいて いる ところであるが 、情報入手の適正化の観点か ら平

成 1 6年 よ り医師及び歯科・医師が刑 事 事件 の被疑者 として起訴 された場

合及び判決 が出 され た場合 に、法務省 か ら当省 に対 し、医師の氏名 、軒

件 の概 要等の情報 が提供 され ることとなってい る。

このため、法務 省か ら提供のあった1青報 を含 め、各都道府 県に判決書

の入手等 を依頼す ることとしているので、引き縦 き、―御協力 をお願 いす

る。
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また、その他の医療 関係掛格者 の州
・
象球策 の把握 及び判決普の入手牛

について も、引き続 きゃ御協力 をお順 いす る。

3 ,医 療従事者の議成につ いて

( 1 )医 師等医療関係服種の国家試験 については、牛職稲 の更なる質の向

上 を図 る観漁か ら、適宜、試験 の改善 を図 り、その実施 に努 めそいる と

ころであ る。

また、平成 2 o年 の国家試験 は、別冊の開係資料の とお り実施す るの

で、合格発表後の免許 申謂手続 きにあたつては、引 き続 き適切な実施方

をお願 いする。

( 2 )躍 療 関係職種の業成所 につ いては、近年 、指定規則 に適合 しない穀

員 に よる投栄の実施や 、学則 に適合 しない授業 の製施 な ど、不適切 な事

例が多数見受 けられ ることか ら、各地方厚生 (支)局 を中心 どして指導

監督 を徹に してい くこととしている。          (

なお 、養成所 の指定等の権限の都道府県への移講 に
'つ

いて、平成 2 5

年 1 2月 2 0日 に開議決定 した ことか ら、引き続 きご協力 をお願 いす る。

あん康マッサージ指圧師、はり節、きゅう師及び桑道整復師の施術所について

( 1 )施 術所開設屈等の際の資格確認 について

今般 、美在す る免許証 を偽造 して発道整復師にな りす ま した施術所 の

掃H設届及び療養数の受領姿任 に関す る申し出が なされ て いた事例が判明

し

皆法 i骨 蚕豊畠iこ鑑み、 私 方雄 マ ンサ~ジ 捕圧 自i F、は り師、きゅ う

師等 に関する法律第 9条 あセ か ら第 9条 の 4ま で及び柔道整復師法第 ■

9条 の地 術所 剛設用の際の資 格確認 の徹底 につ いて」 (平成 2 6年 1月

7日 医政 医発 0 1 0 7第 1号 )に よ り術生部 (局)長 あて通知 した とこ

ろである。

ついては、国民の健康 な生活 を確保 す る観点か らもかかる不正行為が

見過 ごされ ることのない よ う、施術所開設届 を受理す る隙 は、① 開設者

の運転免許証等 の原本に よる本人碓絡 、②業務 に従 事す る施術者 のあん

庫マ ンサ~ジ 指圧師、ほ り師、き ゅ う師及び柔道整復 師免許紙の原本離

認及ぴ雌ほ免許証等による本人確認の徹底 につ いて、関係部局、貴管下

保鮭所 に対 して指導 され たい。

また、他 人の免許紐 (コピーを含む)を 利用 して、 自分の氏名等 を記

載 した偽造免許紙が雄われ る場合 は、厚生労働 大臣指定登録機 関に免許

謡の記司☆事項 を照会 し、登録 され た免許記 であ るこ とを確認す ることも

併せ て指導 されたい。
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( 2 )広 告 の指導につ いて

あん騰マ ンサ~ジ 指圧 師、は り師、 き ぃ う師及び業述整復師の業及ぴ

施術所 に開す る広告 につ いては、あん棒 マ ンサ~ジ 指圧師、は り師、き

ゅ う師等に脚す る法律 (昭和 2 2年 法律第 2 1 7号)第 7条 第 1項 各号、発

道整復師法 (昭和 4 5年 法律第 1 9号 )第 2 4粂 第 1項 各号に規定 され てい

る事項以外 は広告で きない ところであ り、毎年、全国医政関係主管課長

会議 において、その避守の指導をお願 い して いるところである。

しか しなが ら、最近、 「交通事故治療専門Jや 「むち打 ち専門」 とい

った広告出反が行われているとの情報が当謀に多く寄せられてお り、ま

た、独立行政法人国民生活センターが平成 2 4年 8月 2日 に報道発表 し

た 「字投による医業類似行為の危帯―整体、カイロプラクティンク、マ

ッサージ等で重症事例も一」においても同様の報告がされてお り、公衆

衛生上看過できない状況となっている。    i
ついては、広告可能事項に該当しない 「交通事故」といつた文言や料

金について、広告することをよ認められないことから、逮法広告のある施

術所の開設者に対する指導の徹圧を図 られたい。  こ

5 J死 因究明体制及び小児 A主について

平成 2 4年 9月 から 「死因究明等の推進に関する法律」が施行 され、

死困究明の推進に関する施策の在 り方については、内閣府に設置 した
「死因究明等推進会議」及びその下に有識者で構成される 「死因究明等

推進計画1☆討会」で検討カミ進められてお り、平成 2 5年 6月 には同検討

手雪督樹晋完琵F｀
当TI甲野行政機関等にお

いて実施すべき事項がと
これ を踏まえ、厚 生労働省 では死因究明体制 の充奨 を図 るため、平成

2 6年度予算案 において、!前年度力寸ら約 2 . 5千万円瑠額 し、総額約 1 . 5億

円を計上 してい る。

特に死亡時画像診 断 ( A I )に関 して,よ、小児死亡全例に対す る A iの

効果等 を検証す るた め、異状死死 囚究明支捜事業 において小児死亡例 に

対す る死亡時画像診 断 を拡充 し、その情報 をモデル的に収集 ・分析す る

こととしてお り、各都 道府県 にお いて も、異状死死因究明支援事業 を活

用 し、小児 A iを 含 めた死因究明体制 の推進 に ご協力頂 きたい。
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